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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

 

回次
第35期

中間連結会計期間
第36期

中間連結会計期間
第35期

会計期間
自　2024年９月１日
至　2025年２月28日

自　2025年９月１日
至　2026年２月28日

自　2024年９月１日
至　2025年８月31日

売上高 （千円） 4,726,275 4,387,503 8,841,449

経常損失（△） （千円） △97,528 △16,885 △435,620

親会社株主に帰属する中間

（当期）純損失（△）
（千円） △205,270 △36,076 △808,614

中間包括利益又は包括利益 （千円） △205,451 △26,943 △794,385

純資産額 （千円） 798,255 495,589 198,928

総資産額 （千円） 6,233,940 5,858,516 5,650,695

１株当たり中間（当期）純損失

（△）
（円） △80.64 △13.09 △317.59

潜在株式調整後１株当たり

中間（当期）純利益
（円） － － －

自己資本比率 （％） 12.1 7.7 2.7

営業活動による

キャッシュ・フロー
（千円） 406,643 △89,091 170,407

投資活動による

キャッシュ・フロー
（千円） 2,052 △10,813 △113,388

財務活動による

キャッシュ・フロー
（千円） △432,574 258,146 △348,726

現金及び現金同等物の中間期末（期

末）残高
（千円） 957,342 847,754 689,512

（注）１．当社は中間連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載して

おりません。

２．潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益については、潜在株式は存在するものの１株当たり中間（当

期）純損失であるため記載しておりません。

 

２【事業の内容】

　当中間連結会計期間において、当社グループが営む事業の内容について、重要な変更はありません。

　また、主要な関係会社における異動もありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当中間連結会計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等

のリスクについて、重要な変更はありません。

　なお、文中の将来に関する事項は、当中間連結会計期間の末日現在において判断したものであります。

 

継続企業の前提に関する重要事象等

　当社グループは、2022年８月期以降の急激な円安進行・物価高騰によりインポートブランド品の販売が落ち込

み、不採算店舗の閉店も進めた結果、2023年８月期以降、継続して、営業損失、経常損失、親会社株主に帰属する

当期純損失を計上しております。当中間連結会計期間においても営業利益は黒字化となったものの、経常損失、親

会社株主に帰属する中間純損失を計上しており、取引金融機関に対して借入金の条件変更についても継続して、ご

支援いただいている期間であることから、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在すると認識

しております。

　当社グループはこのような状況に対し、「２経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の

分析（１）財政状態及び経営成績の状況」に記載いたしましたように、ヴィンテージ商品の展開を拡大するととも

に、宝飾・地金商品の強化、カジュアルブランド商品の強化を進めております。

また、ＡｂＨｅｒｉの大阪店を主力旗艦店とするべく顧客作りと販売力の向上に努め、Ｎｏ．においては催事開催

を中心にブランド力の向上に努める等、早期の黒字化へ向けての取組みを推進しております。

また、資金面においては、当中間連結会計期間末において、現金及び預金847,754千円となっております。

今後の安定的な事業継続に必要な資金繰りを維持するため、当社は取引金融機関に対して借入金の元本返済に係

る条件変更の申し入れを行い、各金融機関の同意をいただいており、すべての取引金融機関と継続して協議する協

調体制を構築しております。メインバンクである株式会社千葉銀行を中心に取引金融機関と緊密な関係を維持して

おり、今後も継続的な支援が得られるものと考えております。

　さらに、2025年10月17日付の取締役会において、第三者割当による新株予約権（行使価額修正条項付）（以下、

「本新株予約権」といいます。）及び無担保普通社債の発行（以下「本社債」といいます。）について決議し、11

月４日付で本新株予約権及び本社債を発行いたしました。

　本新株予約権については、2026年２月４日をもって行使が全て完了いたしました。これにより2025年８月期末か

ら資本金及び資本準備金がそれぞれ162,670千円増加いたしました。

以上により、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在するものの、継続企業の前提に関する

重要な不確実性は認められないものと判断しております。
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２【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　文中の将来に関する事項は、当中間連結会計期間の末日現在において判断したものであります。

 

(1） 財政状態及び経営成績の状況

　当中間連結会計期間における当社グループを取り巻く環境は、ロシア・ウクライナ情勢の長期化・中東の紛争激化

が続く中で、トランプ関税の影響については落ち着きを取り戻したものの、国内においては円安基調が加速したこと

もあり、原材料や円安水準の高止まりによる諸物価の高騰が続いております。また、２月末には新たにイランへの軍

事行動が開始され、原油価格高騰による一層の物価上昇も懸念されはじめ、消費者マインドの持ち直しは依然不透明

な厳しい経営環境が続いております。

　このような状況下、当社グループは外部環境の変化を踏まえてのハピネス・アンド・ディの構造改革を中心とした

収益改善への取り組みを推進いたしました。具体的には、前期の下期より本格化させたヴィンテージ商品の販売が順

調に拡大しており、取扱い店舗数の拡大とともに、買取り機能の強化へ向けて仕入れ体制の整備も進めました。

　また、宝飾・地金商品の強化につきましては、引き続き催事開催における販売力向上施策の強化に努めました。さ

らに金価格の上昇が追い風となる中、株式会社ＲＡＩＮから純金ジュエリー事業を譲受け、中長期的な成長への基盤

作りを図りました。さらに、ヴィンテージ商品の利益率向上を図るため、各店舗でのブランド品買取り開始へ向け

た、先行数店舗での買取業務がスタートいたしました。

　ＡｂＨｅｒｉにつきましては、2025年３月にオープンした大阪店について、11月以降、日中関係の悪化に伴うイン

バウンド需要減退の兆候が見られたことから、販売施策を国内顧客向けへシフトしてその対応に努めております。

　Ｎｏ．の取組みといたしましては、グループ３社の合同催事を含め催事開催による、ブランド認知と販路拡大に努

めました。

　販売費及び一般管理費については、ハピネス・アンド・ディにおける前期14店舗の閉店効果及び人件費を中心とし

た抑制に努めた結果、前年同期を下回り収益力の改善が進んでおります。

　また、店舗の出退店につきましては、新規出店はございませんが、定期賃貸借契約満了店舗２店舗を閉店といたし

ました。これによりＡｂＨｅｒｉ直営店３店舗を加えますと、2026年２月末現在の当社グループ店舗数は58店舗と

なっております。

　なお、前連結会計年度におきまして、上記の通りハピネス・アンド・ディの不採算店14店舗の閉店を実施したこと

で、中間期における連結ベースの店舗数比較は前年中間期末74店舗に対し、当中間期末は58店舗となっております。

この店舗数減少により売上規模は減少となっておりますが、中間期におけるハピネス・アンド・ディ単体既存店ベー

スでの売上高は前年同期比100.9％、粗利益は同109.5％となっております。構造改革における取組みの中で、高額ブ

ランド商品から粗利率の高い宝飾・地金商品へ商品展開のシフトを進めてきたことに加え、地金商品の販売が金価格

の上昇も背景に好調であったことやヴィンテージ商品の販売が順調に拡大したことによるものです。これにより、既

存店売上高・同粗利益ともに前年同期比増額となりました。

上記の取組みにより、当中間期における営業利益、経常損失、親会社株主に帰属する中間純損失は、いずれも改善

しております。

なお、上記のほか、特別利益として、店舗閉鎖損失戻入額4,800千円を計上いたしました。また、特別損失とし

て、店舗の減損損失6,495千円を含む13,778千円を計上いたしました。

 

（参考）当社グループにおける商品区分別売上高は以下のとおりです。

・宝飾品は、ジュエリーの好調に加えて金価格高騰を受けた地金商品の販売が大きく伸長したことで、売上高

1,741,991千円（前年同期比 3.7％増）、売上総利益 996,669千円（前年同期比 5.6％増）となりました。

・時計は、構造改革に伴って引き続き商品展開を絞っており、売上高 394,957千円（同30.5％減）、売上総利益

126,640千円（同28.5％減）となりました。

・バッグ・小物は、取扱いを開始したヴィンテージ商品が寄与したことやカジュアル商品の展開も強化いたしました

が、海外ブランドの価格上昇が続いており店舗数減少の影響も受けたことで、売上高 2,250,554千円（同9.2％

減）、売上総利益 707,262千円（同 8.3％減）となりました。
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＜商品区分別売上高＞

 
前中間連結会計期間

（グループ店舗数74店舗）

当中間連結会計期間

（グループ店舗数58店舗）

宝  飾  品（千円） 1,679,929 1,741,991

時       計（千円） 568,275 394,957

バッグ・小物（千円） 2,478,070 2,250,554

合　　　　計（千円） 4,726,275 4,387,503

＜商品区分別売上総利益＞

 
前中間連結会計期間

（グループ店舗数74店舗）

当中間連結会計期間

（グループ店舗数58店舗）

宝  飾  品（千円） 943,596 996,669

時       計（千円） 177,206 126,640

バッグ・小物（千円） 770,898 707,262

合　　　　計（千円） 1,891,700 1,830,572

 

　以上の結果、当中間連結会計期間の財政状態及び経営成績は以下のとおりとなりました。

 
　ａ．財政状態の分析

（流動資産）

当中間連結会計期間末における流動資産の残高は、4,981,433千円となり、前連結会計年度末と比較して217,317

千円増加しております。これは主として、商品及び製品が232,710千円増加、現金及び預金が158,241千円増加した

ことが要因であります。

 

（固定資産）

当中間連結会計期間末における固定資産の残高は、877,082千円となり、前連結会計年度末と比較して9,496千

円減少しております。これは主として、のれんが25,372千円増加したものの、建物及び構築物（純額）が22,325

千円減少、敷金及び保証金が9,038千円減少したことが要因であります。

 

（流動負債）

当中間連結会計期間末における流動負債の残高は、4,203,720千円となり、前連結会計年度末と比較して42,766

千円減少しております。これは主として、電子記録債務が101,255千円増加したものの、支払手形及び買掛金が

27,021千円減少、その他が123,794千円減少したことが要因であります。

 

（固定負債）

当中間連結会計期間末における固定負債の残高は、1,159,206千円となり、前連結会計年度末と比較して46,073

千円減少しております。これは主として、資産除去債務が9,615千円減少、その他が31,220千円減少したことが要

因であります。

 

（純資産）

当中間連結会計期間末における純資産の残高は、495,589千円となり、前連結会計年度末と比較して296,661千

円増加しております。これは主として、資本金が162,670千円増加、資本剰余金が162,670千円増加したことが要

因であります。

 

　ｂ．経営成績の状況

　当中間連結会計期間の売上高は4,387,503千円（前年同期比7.2％減）、営業利益4,459千円（前年同期は営業損失

81,918千円）、経常損失16,885千円（前年同期は経常損失97,528千円）、親会社株主に帰属する中間純損失 36,076

千円（前年同期は親会社株主に帰属する中間純損失205,270千円）となりました。

　また、売上総利益率は41.7％（前年同期比1.7ptアップ）、過年度比較可能なハピネス・アンド・ディ単体の収益

認識基準適用前の売上総利益率は33.6％（前年同期比2.5ptアップ）となりました。

 

なお、当社グループの業績は、クリスマス時期を中心とした年末年始商戦が最繁忙期であり、四半期決算として

は第２四半期（12月～２月）の占める比重が高くなっております。
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(2） キャッシュ・フローの状況

　当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末に比べ158,241

千円増加し、847,754千円となりました。

　当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果、減少した資金は89,091千円（前年同期は406,643千円の収入）となりました。これは、主とし

て税金等調整前中間純損失25,804千円、棚卸資産の増加271,435千円、前払費用の増加46,256千円、未払金の減少

49,015千円があった一方で、減価償却費35,180千円、売上債権の減少183,530千円、仕入債務の増加89,099千円が

あったこと等によるものです。

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果、減少した資金は10,813千円（前年同期は2,052千円の収入）となりました。これは、主として

資産除去債務の履行による支出46,782千円、事業譲受による支出33,000千円があった一方で、敷金及び保証金の回

収による収入78,222千円があったこと等によるものです。

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果、増加した資金は258,146千円（前年同期は432,574千円の支出）となりました。これは、主とし

て新株予約権の行使による株式の発行による収入184,081千円、社債の発行による収入133,000千円、長期未払金の

返済による支出46,914千円があったこと等によるものです。

 

(3） 経営方針・経営戦略等

　当中間連結会計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等に重要な変更はありません。

 

(4） 会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

　前事業年度の有価証券報告書に記載した「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分

析」中の会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定の記載について重要な変更はありません。

 

(5） 優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

　当中間連結会計期間において、当社グループが優先的に対処すべき課題について重要な変更はありません。

 

(6） 研究開発活動

　該当事項はありません。
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３【重要な契約等】

（事業譲受）

　当社は、2025年11月26日開催の取締役会において、株式会社RAINのJUNGOLD事業を譲り受けることを決議し、

2025年12月24日付で事業譲渡契約を締結し、2026年1月1日付で取得いたしました。

　詳細は、「第４　経理の状況　１　中間連結財務諸表　注記事項（企業結合等関係）」に記載の通りでありま

す。

 

（財務上の特約のある当座貸越契約）

　当社は、2025年11月26日付で財務上の特約が付された当座貸越契約を締結いたしました。

　契約に関する内容等は以下の通りであります。なお、当該契約に基づく当中間連結会計期間末の借入未実行残高

は300,000千円であります。

契約会社名 契約締結先 契約内容 契約期間

当社 株式会社千葉銀行

借入極度額　400,000千円

貸越利率　年率3.0％

担保　当社の売掛債権を対象と

した信託受益権

2025年11月26日から

2026年５月31日まで

（注）当契約に付された財務上の特約は下記の通りであります。

　本契約期限までの期間の任意の日において本個別貸越の元本の合計残高（累計額ではない。）がボロイング

ベース（※１）を上回った場合、当社は、ボロイングベースを上回った日から２銀行営業日以内に、ボロイング

ベースを超えた額に相当する本個別貸越の元本額を弁済する。但し、ボロイングベースを上回った日から２銀行

営業日以内に、本個別貸越の元本残高の合計額（累計額ではない。）がボロイングベースを下回った場合にはこ

の限りではない。

 

（※１）「ボロイングベース」とは、実行希望日において、日本円を基準として以下の計算式により算出される金

額をいう。

（計算式）

Ａ＋Ｂ

Ａ＝預金(※２)×l00％

Ｂ＝売掛債権×株式会社千葉銀行が合理的と認めた料率（上場企業90％)

 

（※２）本貸付管理口座（株式会社千葉銀行本店営業部に有する当社の普通預金口座）に係る預金債権のうち、株

式会社千葉銀行のための適法かつ有効な根質権（但し、本契約に係る債務を被担保債権とする根質権に限

る。）が設定され、かつ、適法かつ有効な第三者対抗要件が具備されたものの合計額
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 6,400,000

計 6,400,000

 

②【発行済株式】

種類
中間会計期間末
現在発行数（株）
（2026年２月28日）

提出日現在発行数（株）
（2026年４月14日）

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 3,191,600 3,191,600

東京証券取引所

（スタンダード市

場）

単元株式数は100株であり

ます。完全議決権株式であ

り、権利内容に何ら限定の

ない当社における標準とな

る株式であります。

計 3,191,600 3,191,600 － －

（注）「提出日現在発行数」欄には、2026年４月１日からこの半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行さ

れた株式数は含まれておりません。
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(2) 【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 

②【その他の新株予約権等の状況】

当中間会計期間において会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

 

　第13回新株予約権（行使価額修正条項付）

決議年月日 2025年10月17日

新株予約権の数（個）　※ 6,000

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個）　※ ―

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数（株）　※ 普通株式　600,000（注）１

新株予約権の行使時の払込金額（円）　※ 631（注）２，３，４

新株予約権の割当先

Long Corridor Alpha Opportunities Master Fund(以

下「LCAO」といいます。)、MAP246 Segregated

Portfolio, a segregated portfolio of LMA SPC(以下

「MAP246」といいます。)、及び BEMAP Master Fund

Ltd.（以下「BEMAP」といい、LCAO 及び MAP246 とあ

わせて、個別に又は総称して「割当先」といいます。)

に対する第三者割当方式

新株予約権の行使期間　※ 自　2025年11月５日　　至　2027年11月４日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価

格及び資本組入額（円）　※

発行価格　　　　633.1

資本組入額　（注）５

新株予約権の行使の条件　※ 本新株予約権の一部行使はできないものとする

新株予約権の譲渡に関する事項　※
新株予約権を譲渡する場合、当社取締役会の承認を要

するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項　※ （注）６

※新株予約権の発行時（2025年11月４日）における内容を記載しております。なお、当中間会計期間においてすべて行使

されております。

（注）１．新株予約権の目的である株式の種類及び数

（１）本新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、本新株予約権１個の行使により当社が当

社普通株式を新たに発行又はこれに代えて当社の有する当社普通株式を処分（以下、当社普通株式の

発行又は処分を「交付」という。）する数は100株（以下「割当株式数」という。）とする。本新株

予約権の目的である株式の総数は、割当株式数に本新株予約権の総数を乗じた数として600,000株と

する。但し、（注）１．（２）乃至（４）により割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の

目的である株式の総数は調整後割当株式数に応じて調整されるものとする。

（２）当社が当社普通株式の分割、無償割当て又は併合（以下「株式分割等」と総称する。）を行う場合に

は、割当株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる１株未満の端数は切り捨て

る。

調整後割当株式数＝調整前割当株式数×株式分割等の比率

（３）当社が行使価額（以下に定義する。）の調整を行う場合には、割当株式数は次の算式により調整され

る。但し、調整の結果生じる１株未満の端数は切り捨てるものとし、現金等による調整は行わない。

なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、（注）４．に定める行使価額調整

式における調整前行使価額及び調整後行使価額とする。

調整後割当株式数　　＝
　調整前割当株式数　　×　　調整前行使価額

調整後行使価額

（４）調整後割当株式数の適用開始日は、当該調整事由に係る（注）４．（２）及び（５）による行使価額

の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。

（５）割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後割当株式数の適用開始日の前日までに、本新株予約

権の割当てを受けた者（以下「本新株予約権者」という。）に対し、かかる調整を行う旨並びにその

事由、調整前割当株式数、調整後割当株式数及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知す
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る。但し、（注）４．⑤に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない

場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。

　　　２．本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法

（１）各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、各本新株予約権の行使に際して出資され

る財産の本新株予約権１個当たりの価額は、（注）２．（２）に定める行使価額に割当株式数を乗じ

た額とする。

（２）本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式１株当たりの価額（以下「行使価額」とい

う。）は、631円とする。但し、行使価額は（注）３．に定める修正及び（注）４．に定める調整を

受ける。

　　　３．行使価額の修正

本新株予約権の付与日以降、本新株予約権の各行使請求の効力発生日（以下「修正日」という。）の属する

週の前週の直前取引日（以下「修正基準日」という。）の株式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引

所」という。）における当社普通株式の普通取引の終値（同日に終値がない場合には、その直前の終値）の

90％に相当する金額の小数第１位未満の端数を切り上げた金額（以下「修正基準日価額」という。）が、当

該修正基準日の直前に有効な行使価額を0.1円以上上回る場合又は下回る場合には、行使価額は、当該修正

日以降、当該修正基準日価額に修正される（修正後の行使価額を以下「修正後行使価額」という。）。な

お、修正後行使価額の算出において、修正基準日から修正日までの間に（注）４．に規定される行使価額の

調整事由が生じた場合は、修正後行使価額は当該事由を勘案して調整される。なお、「取引日」とは、東京

証券取引所において売買立会が行われる日をいう。但し、修正日にかかる修正後の行使価額が351円（以下

「下限行使価額」といい、（注）４．の規定を準用して調整される。）を下回ることとなる場合には修正後

行使価額は下限行使価額とする。

　　　４．行使価額の調整

（１）当社は、本新株予約権の発行後、（注）４．（２）に掲げる各事由により当社の発行済普通株式に変

更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合には、次に定める算式（以下「行使価額調整式」

という。）をもって行使価額を調整する（以下、調整された後の行使価額を「調整後行使価額」、調

整される前の行使価額を「調整前行使価額」という。）。

調整後行使

価額
＝

調整前行使

価額
×

既発行株式

数
＋

新株発行・

処分株式数
×

１株当たり

の払込金額

１株当たりの時価

既発行株式数　＋　新発行・処分株式数

（２）行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後行使価額の適用時期については、次に定

めるところによる。

①（注）４．（４）②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当

社の保有する当社普通株式を処分する場合（無償割当てによる場合を含む。）（但し、当社普通株

式の交付と引換えに取得され、若しくは当社に対して取得を請求できる証券、又は当社普通株式の

交付を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）その他の証券若しくは

権利の取得、転換若しくは行使による場合を除く。）

　調整後行使価額は、払込期日（払込期間を定めた場合はその最終日とする。）の翌日以降、又はか

かる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日

の翌日以降これを適用する。

②株式の分割により普通株式を発行する場合

　調整後行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。

③（注）４．（４）②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付と引換えに当社に

取得され、若しくは当社に対して取得を請求できる証券を発行（無償割当の場合を含む。）する場

合又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）

その他の証券又は権利を発行（無償割当ての場合を含む。）する場合（但し、当社の取締役、監査

役及び従業員並びに当社子会社の取締役に対するストック・オプションの発行を除く。）

　調整後行使価額は、発行される証券、新株予約権又は権利の全てが当初の取得価額で取得され又は

当初の行使価額で行使され、当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を適用して

算出するものとし、かかる証券若しくは権利の払込期日又は新株予約権（新株予約権付社債に付さ

れたものを含む。）の割当日の翌日以降、また、募集又は無償割当てのための碁準日がある場合に

はその日の翌日以降これを適用する。

④当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含

む。）の取得と引換えに（注）４．（４）②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交

付する場合

　調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
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　上記にかかわらず、当該取得条項付株式又は取得条項付新株予約権（新株予約権付社債に付された

ものを含む。）に関して、当該調整前に（注）４．（４）③による行使価額の調整が行われている

場合には、調整後行使価額は、当該調整を考慮して算出するものとする。

⑤（注）４．（２）①乃至③の場合において、基準日が設定され、かつ、効力の発生が当該基準日以

降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、（注）４．（２）①

乃至③にかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場

合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした本新

株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付する。

株式数　＝
( 調整前行使

価額
－

調整後行使

価額
) ×

調整前行使価額により当該期

間内に交付された株式数

調整後行使価額

　この場合、１株未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとする。

（３）行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が0.1円未満にとどまる

場合は、行使価額の調整は行わない。但し、その後、行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行

使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差

額を差し引いた額を使用する。

（４）①行使価額調整式の計算については、円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を四捨五入する。

②行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額が初めて適用される日（但し、本項第２号⑤の

場合は基準日）に先立つ45取引日目に始まる30取引日（終値のない日数を除く。）の東京証券取引

所における当社普通株式の普通取引の終値の単純平均値とする。この場合、単純平均値の計算は、

円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を四捨五入する。

③行使価額調整式で使用する既発行株式普通数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日

がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後行使価額を初めて適用する日の

１ヶ月前の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通

株式を控除した数とする。また、（注）４．（２）②の場合には、行使価額調整式で使用する新発

行・処分株式数は、基準日において当社が有する当社普通株式に割当てられる当社の普通株式数を

含まないものとする。

（５）（注）４．（２）の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、本新

株予約権者と協議の上、その承認を得て、必要な行使価額の調整を行う。

①株式の併合、資本金の減少、会社分割、株式移転、株式交換、合併又は株式交付のために行使価額

の調整を必要とするとき。

②その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由等の発生により行使価額の調

整を必要とするとき。

③行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出に

あたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。

（６）（注）４．（２）の規定にかかわらず、（注）４．（２）に基づく調整後行使価額を初めて適用する

日が（注）３．に基づく行使価額の修正日と一致する場合には、当社は、必要な行使価額及び下限行

使価額の調整を行う。

（７）行使価額の調整を行うときは、当社は、調整後行使価額の適用開始日の前日までに、本新株予約権者

に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前行使価額、調整後行使価額及びその適用開始日

その他必要な事項を書面で通知する。但し、上記（注）４．（２）⑤に定める場合その他適用開始日

の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。

　　　５．本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金

本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17

条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし（計算の結果１円未満の端数を

生じる場合はその端数を切り上げた額とする。）、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じ

た額を増加する資本準備金の額とする。

 

EDINET提出書類

株式会社ハピネス・アンド・ディ(E26579)

半期報告書

11/30



　　　６．組織再編行為による新株予約権の交付

当社が吸収合併消滅会社となる吸収合併、新設合併消滅会社となる新設合併、吸収分割会社となる吸収分

割、新設分割会社となる新設分割、株式交換完全子会社となる株式交換、株式移転完全子会社となる株式移

転、又は株式交付完全親会社の完全子会社となる株式交付（以下「組織再編行為」と総称する。）を行う場

合は、当該組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権に代わり、それぞれ吸収合併存

続会社、新設合併設立会社、吸収分割承継会社、新設分割設立会社、株式交換完全親会社、株式移転設立完

全親会社又は株式交付完全親会社（以下「再編当事会社」と総称する。）は以下の条件に基づき本新株予約

権者に新たに新株予約権を交付するものとする。

①新たに交付される新株予約権の数

本新株予約権者が有する本新株予約権の数をもとに、組織再編行為の条件等を勘案して合理的に調整す

る。調整後の1個未満の端数は切り捨てる。

②新たに交付される新株予約権の目的たる株式の種類

再編当事会社の同種の株式

③新たに交付される新株予約権の目的たる株式の数

組織再編行為の条件等を勘案して合理的に調整する。調整後の１株未満の端数は切り上げる。

④新たに交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

組織再編行為の条件等を勘案して合理的に調整する。調整後の0.1円未満の端数は切り上げる。

⑤新たに交付される新株予約権に係る行使期間、行使の条件、取得条項、組織再編行為の場合の新株予約権

の交付、新株予約権証券の不発行並びに当該新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加す

る資本金及び資本準備金

本新株予約権の発行要項に準じて、組織再編行為に際して決定する。

　　　７．権利の行使に関する事項について割当先との間の取決めの内容

当社は、割当先との間で、本新株予約権の募集に関する届出の効力発生をもって締結した新株予約権引受契

約（以下「本新株予約権引受契約」という。）において、下記の内容について合意しております。

（１）行使コミット条項

＜コミット条項＞

割当先は、本新株予約権の払込期日の翌取引日（当日を含みます。）から、原則として2025年12月４

日（当日を含みます。）までの期間（以下「当初コミット期間」といいます。）に、合計80,000株

（LCAO：56,000株、MAP246：8,000株、BEMAP：16,000株）相当分以上の本新株予約権を行使すること

を確約します。（以下「当初行使コミット」といいます。）

同様に、割当先は、本新株予約権の払込期日の翌取引日（当日を含みます。）から、原則として2026

年11月４日（当日を含みます。）までの期間（以下「中間コミット期間」といいます。）に、合計

300,000株（LCAO：210,000株、MAP246：30,000株、BEMAP：60,000株）相当分以上の本新株予約権を

行使することを確約します。（以下「中間行使コミット」といいます。）

さらに、割当先は、本新株予約権の払込期日の翌取引日（当日を含みます。）から、本新株予約権の

行使期間の末日である2027年11月４日（当日を含みます。）までの期間（以下「本コミット期間」と

いいます。）に、原則として割当先が保有する本新株予約権の全部を行使することを確約します。

（以下「全部行使コミット」といい、当初行使コミット及び中間行使コミットとあわせて「本行使コ

ミット」といいます。）

このように、実行期限及び行使数量が異なる３種類の本行使コミットを同時に設定することにより、

当社は本新株予約権による資金調達の時期及び規模を予めある程度想定することができ、これを前提

とした積極的な投資活動及び事業活動を計画することが可能となります。

ただし、以下に定義するコミット期間延長事由が発生した場合、下記のとおり、当初コミット期間及

び中間コミット期間はそれぞれ５取引日を限度として延長されることがあります。ここで「コミット

期間延長事由」とは、①取引所の発表する当社普通株式の終値が当該取引日において適用のある下限

行使価額以下となった場合、②当社普通株式が取引所により監理銘柄若しくは整理銘柄に指定されて

いる場合、③取引所において当社普通株式の普通取引が終日行われなかった場合（取引所において取

引約定が全くない場合）、④当社普通株式の普通取引が取引所の定める株券の呼値の制限値幅の下限

（ストップ安）のまま終了した場合（取引所における当社普通株式の普通取引が比例配分（ストップ

配分）で確定したか否かにかかわらないものとします。）、又は⑤割当先の事情に起因する場合を除

き何らかの理由で本新株予約権の行使ができない場合のいずれかをいいます。

コミット期間延長事由が１回発生する毎に、当初コミット期間及び中間コミット期間は１取引日ずつ

延長され、かかる延長は合計５回（５取引日）を上限とします。なお、同一の取引日において複数の

コミット期間延長事由が生じた場合であっても、当該コミット期間延長事由に伴う延長は１回（１取

引日）として取扱います。

＜コミット条項の消滅＞
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本コミット期間中において、コミット期間延長事由が５回を超えて発生した場合、当該時点以降、本

行使コミットに係る割当先の全ての義務は消滅します。

なお、本行使コミットの消滅後も、割当先は、その自由な裁量により任意の数の本新株予約権を行使

することができます。

（２）制限超過行使の禁止

①当社は、取引所の定める有価証券上場規程第434条第１項及び同施行規則第436条第１項乃至第５項

の定めに基づき、原則として、単一暦月中に割当先が本新株予約権を行使することにより取得され

る株式数が、本新株予約権の払込日時点における上場株式数の10％を超える場合には、当社は当該

10％を超える部分に係る本新株予約権の行使（以下「制限超過行使」といいます。）を行わせない

こと。

②割当先は、所定の適用除外の場合を除き、制限超過行使に該当する本新株予約権の行使を行わない

ことに同意し、本新株予約権の行使にあたっては、あらかじめ当社に対し、当該本新株予約権の行

使が制限超過行使に該当しないかについて確認を行うこと。

③割当先は、本新株予約権を譲渡する場合、あらかじめ譲渡先となる者に対して、当社との間で制限

超過行使に係る義務を負うことを約束させ、また譲渡先となる者がさらに第三者に譲渡する場合に

も当社に対して同様の義務を承継すべき旨を約束させること。

（３）本新株予約権の買戻

当社は、本新株予約権の行使期間の末日に、本新株予約権１個当たりその払込金額と同額で、残存す

る全ての本新株予約権を、割当先から買い取ります。
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(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　当中間会計期間において、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る新株予約権が次のとおり行使されて

おります。

第13回新株予約権（行使価額修正条項付）

 
中間会計期間

（2025年９月１日から
2026年２月28日まで）

当該中間会計期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予

約権付社債券等の数（個）
6,000

当該中間会計期間の権利行使に係る交付株式数（株） 600,000

当該中間会計期間の権利行使に係る平均行使価額等（円） 540.1

当該中間会計期間の権利行使に係る資金調達額（千円） 324,081

当該中間会計期間の末日における権利行使された当該行使価額修正

条項付新株予約権付社債券等の数の累計（個）
6,000

当該中間会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約

権付社債券等に係る累計の交付株式数（株）
600,000

当該中間会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約

権付社債券等に係る累計の平均行使価額等（円）
540.1

当該中間会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約

権付社債券等に係る累計の資金調達額（千円）
324,081

 

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
（株）

発行済株式
総数残高
（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金
増減額
（千円）

資本準備金
残高
（千円）

2025年９月１日～

2026年２月28日

（注）

600,000 3,191,600 162,670 514,955 162,670 491,955

（注）新株予約権の行使による増加であります。
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(5) 【大株主の状況】

  2026年２月28日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（株）

発行済株式（自己
株式を除く。）の
総数に対する所有
株式数の割合(％)

田　篤史 東京都江東区 592,500 18.84

田　泰夫 東京都中央区 523,200 16.64

有限会社ＤＥＮ 千葉県香取市小見1021番地 135,000 4.29

野村　正治 兵庫県芦屋市 107,000 3.40

井口　宗久 大阪府羽曳野市 96,400 3.07

田　啓子 千葉県香取市 70,000 2.23

楽天証券株式会社共有口 東京都港区青山2丁目6-21 20,900 0.66

前原　聡 東京都練馬区 17,300 0.55

ハピネス・アンド・ディ従業員

持株会
東京都中央区銀座1丁目16-1 16,400 0.52

BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNYM

GCM CLIENT ACCTS M ILM FE（常

任代理人　株式会社三菱ＵＦＪ

銀行）

2 KING EDWARD STREET, LONDON EC1A 1HQ

UNITED KINGDOM（東京都千代田区丸の内1

丁目4-5）

15,800 0.50

計 － 1,594,500 50.71
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(6) 【議決権の状況】

①【発行済株式】

    2026年２月28日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）
（自己保有株式）

－ －
普通株式 47,100

完全議決権株式（その他） 普通株式 3,134,000 31,340

権利内容に何ら限定のない当社に

おける標準となる株式であり、単

元株式数は100株であります。

単元未満株式 普通株式 10,500 － １単元（100株）未満の株式

発行済株式総数  3,191,600 － －

総株主の議決権 － 31,340 －

（注）「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式72株が含まれております。

 

②【自己株式等】

    2026年２月28日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(％)

株式会社ハピネス・アンド・ディ
東京都中央区銀座

一丁目16番1号
47,100 － 47,100 1.48

計 － 47,100 － 47,100 1.48

 

 

２【役員の状況】

　該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．中間連結財務諸表の作成方法について

　当社の中間連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28号。

以下「連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

　また、当社は、金融商品取引法第24条の５第１項の表の第１号の上欄に掲げる会社に該当し、連結財務諸表規則第１

編及び第３編の規定により第１種中間連結財務諸表を作成しております。

 

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、中間連結会計期間（2025年９月１日から2026年２月28

日まで）に係る中間連結財務諸表について、監査法人Bloomによる期中レビューを受けております。

　なお、当社の監査法人は次のとおり交代しております。

　第35期連結会計年度　　　ESネクスト有限責任監査法人

　第36期中間連結会計期間　監査法人Bloom
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１【中間連結財務諸表】

(1) 【中間連結貸借対照表】

  （単位：千円）

 
前連結会計年度
（2025年８月31日）

当中間連結会計期間
（2026年２月28日）

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 689,512 847,754

受取手形、売掛金及び契約資産 727,507 534,656

商品及び製品 3,014,617 3,247,328

仕掛品 10,997 22,938

原材料及び貯蔵品 153,131 179,915

その他 168,348 148,839

流動資産合計 4,764,115 4,981,433

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 211,707 189,381

その他（純額） 55,890 47,389

有形固定資産合計 267,598 236,771

無形固定資産   

のれん 26,959 52,331

その他 42,656 34,123

無形固定資産合計 69,615 86,455

投資その他の資産   

敷金及び保証金 481,991 472,952

その他 67,373 80,903

投資その他の資産合計 549,365 553,856

固定資産合計 886,579 877,082

資産合計 5,650,695 5,858,516
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  （単位：千円）

 
前連結会計年度
（2025年８月31日）

当中間連結会計期間
（2026年２月28日）

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 436,859 409,837

電子記録債務 231,154 332,409

短期借入金 104,000 100,000

１年内返済予定の長期借入金 2,851,420 2,851,420

未払法人税等 26,743 30,071

賞与引当金 74,080 81,546

その他 517,677 398,434

流動負債合計 4,241,936 4,203,720

固定負債   

長期借入金 803,481 798,243

資産除去債務 299,298 285,133

その他 107,050 75,830

固定負債合計 1,209,830 1,159,206

負債合計 5,451,767 5,362,927

純資産の部   

株主資本   

資本金 352,284 514,955

資本剰余金 340,365 503,035

利益剰余金 △530,839 △566,915

自己株式 △22,368 △22,368

株主資本合計 139,441 428,706

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 15,737 24,871

その他の包括利益累計額合計 15,737 24,871

新株予約権 43,748 42,011

純資産合計 198,928 495,589

負債純資産合計 5,650,695 5,858,516
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(2) 【中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書】

【中間連結損益計算書】

  （単位：千円）

 
前中間連結会計期間
（自　2024年９月１日
至　2025年２月28日）

当中間連結会計期間
（自　2025年９月１日
至　2026年２月28日）

売上高 ※２ 4,726,275 ※２ 4,387,503

売上原価 2,834,575 2,556,930

売上総利益 1,891,700 1,830,572

販売費及び一般管理費 ※１ 1,973,618 ※１ 1,826,113

営業利益又は営業損失（△） △81,918 4,459

営業外収益   

受取利息 345 803

受取配当金 333 166

受取手数料 522 112

受取保険金 － 320

助成金収入 － 800

備品売却収入 36 454

その他 662 971

営業外収益合計 1,899 3,629

営業外費用   

支払利息 16,877 24,006

社債利息 － 520

その他 631 448

営業外費用合計 17,509 24,974

経常損失（△） △97,528 △16,885

特別利益   

投資有価証券売却益 － 60

店舗閉鎖損失引当金戻入額 － 4,800

特別利益合計 － 4,860

特別損失   

固定資産廃棄損 22,750 0

減損損失 ※３ 5,783 ※３ 6,495

社債償還損 － 6,479

店舗閉鎖損失 － 803

店舗閉鎖損失引当金繰入額 9,564 －

リース解約損 2,716 －

特別損失合計 40,815 13,778

税金等調整前中間純損失（△） △138,344 △25,804

法人税、住民税及び事業税 5,861 12,483

法人税等調整額 61,065 △2,211

法人税等合計 66,926 10,272

中間純損失（△） △205,270 △36,076

親会社株主に帰属する中間純損失（△） △205,270 △36,076

 

 

 

EDINET提出書類

株式会社ハピネス・アンド・ディ(E26579)

半期報告書

20/30



【中間連結包括利益計算書】

  （単位：千円）

 
前中間連結会計期間
（自　2024年９月１日
至　2025年２月28日）

当中間連結会計期間
（自　2025年９月１日
至　2026年２月28日）

中間純損失（△） △205,270 △36,076

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △180 9,133

その他の包括利益合計 △180 9,133

中間包括利益 △205,451 △26,943

（内訳）   

親会社株主に係る中間包括利益 △205,451 △26,943
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(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

  （単位：千円）

 
前中間連結会計期間
（自　2024年９月１日
至　2025年２月28日）

当中間連結会計期間
（自　2025年９月１日
至　2026年２月28日）

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前中間純損失（△） △138,344 △25,804

減価償却費 65,611 35,180

のれん償却額 5,990 7,072

株式報酬費用 6,419 2,858

固定資産廃棄損 22,750 0

減損損失 5,783 6,495

社債償還損 － 6,479

店舗閉鎖損失引当金戻入益 － △4,800

賞与引当金の増減額（△は減少） △27,461 6,985

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） 9,564 △26,250

受取利息及び受取配当金 △678 △969

支払利息 16,877 24,526

売上債権の増減額（△は増加） 309,465 183,530

棚卸資産の増減額（△は増加） 416,065 △271,435

前払費用の増減額（△は増加） △54,511 △46,256

仕入債務の増減額（△は減少） △121,288 89,099

契約負債の増減額（△は減少） 33,122 19,991

未払金の増減額（△は減少） － △49,015

未払消費税等の増減額（△は減少） △30,465 △13,150

未収消費税等の増減額（△は増加） － △9,612

その他 △65,759 △9,801

小計 453,143 △74,876

利息及び配当金の受取額 678 969

利息の支払額 △17,929 △22,109

法人税等の還付額 － 19,246

法人税等の支払額 △29,249 △12,322

営業活動によるキャッシュ・フロー 406,643 △89,091

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △762 △9,523

投資有価証券の取得による支出 △2,081 －

投資有価証券の売却による収入 － 131

敷金及び保証金の回収による収入 19,156 78,222

資産除去債務の履行による支出 △13,580 △46,782

事業譲受による支出 － △33,000

その他 △680 140

投資活動によるキャッシュ・フロー 2,052 △10,813

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の増減額（△は減少） 8,300 △4,000

長期借入金の返済による支出 △357,449 △5,238

長期未払金の返済による支出 △69,494 △46,914

新株予約権の行使による株式の発行による収入 7,170 184,081

社債の発行による収入 － 133,000

新株予約権の発行による収入 － 1,260

新株予約権の取得による支出 － △1,737

配当金の支払額 △19,009 △24

その他 △2,092 △2,280

財務活動によるキャッシュ・フロー △432,574 258,146

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △23,878 158,241

現金及び現金同等物の期首残高 981,220 689,512

現金及び現金同等物の中間期末残高 ※ 957,342 ※ 847,754
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【注記事項】

（中間連結損益計算書関係）

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

 
　前中間連結会計期間
（自　2024年９月１日
　　至　2025年２月28日）

　当中間連結会計期間
（自　2025年９月１日
　　至　2026年２月28日）

従業員給与 762,493 千円 610,263 千円

地代家賃 440,070 千円 368,039 千円

賞与引当金繰入額 33,085 千円 79,966 千円

 

※２　売上高の季節的変動

　当社グループの業績は、クリスマス時期を中心とした年末年始商戦が最繁忙期であり、四半期決算としては第２

四半期（12月～２月）の占める比重が高くなっております。

 

※３　当社グループは、以下の資産グループについて減損損失を計上いたしました。

前中間連結会計期間（自　2024年９月１日　至　2025年２月28日）

用途 種類 場所

店舗 建物 愛知県常滑市

　当社グループは、キャッシュ・フローを生み出す最小単位として店舗を基本単位としてグルーピングしておりま

す。収益性の低下した一部店舗について、減損損失を認識し、当該資産グループの帳簿価額を回収可能価額まで減

額し、当該減少額を減損損失5,783千円として特別損失に計上しました。

　なお、当資産グループの回収可能価額は使用価値により測定しており、将来キャッシュ・フローに基づく使用価

値がマイナスであるものは回収可能価額を零としております。

 

当中間連結会計期間（自　2025年９月１日　至　2026年２月28日）

用途 種類 場所

店舗 建物等 秋田県大仙市

店舗 建物 埼玉県春日部市

店舗 建物 新潟県長岡市

　当社グループは、キャッシュ・フローを生み出す最小単位として店舗を基本単位としてグルーピングしておりま

す。収益性の低下した一部店舗について、減損損失を認識し、当該資産グループの帳簿価額を回収可能価額まで減

額し、当該減少額を減損損失6,495千円として特別損失に計上しました。

　なお、当資産グループの回収可能価額は使用価値により測定しており、将来キャッシュ・フローに基づく使用価

値がマイナスであるものは回収可能価額を零としております。
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（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※　現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりで

あります。

 
　前中間連結会計期間
（自　2024年９月１日
　　至　2025年２月28日）

　当中間連結会計期間
（自　2025年９月１日
　　至　2026年２月28日）

現金及び預金 957,342千円 847,754千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 －千円 －千円

現金及び現金同等物 957,342千円 847,754千円

 

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前中間連結会計期間（自　2024年９月１日　至　2025年２月28日）

１．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

2024年11月28日

定時株主総会
普通株式 19,065 7.5 2024年８月31日 2024年11月29日 利益剰余金

 

２．基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

2025年４月14日

取締役会
普通株式 10,393 7.5 2025年２月28日 2025年５月７日 利益剰余金

（注）当社の筆頭株主である当社代表取締役社長田篤史、代表取締役会長田泰夫、専務取締役前原聡、取締役丸山誠、取

締役平住明子から当社取締役会に対し、中間配当が実施された場合には、業績の不振に鑑み当該配当金の受取りを

辞退したい旨の申し出がありました。当社といたしましては、この申し出を受け入れることとし、辞退した金額

（8,721千円）については、配当金の総額より除いております。

 

Ⅱ　当中間連結会計期間（自　2025年９月１日　至　2026年２月28日）

１．配当金支払額

該当事項はありません。

 

２．基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

 

３．株主資本の金額の著しい変動

　当中間連結会計期間において、第13回新株予約権（行使価額修正条項付）の行使により、資本金、資本剰余金が

それぞれ162,670千円増加し、当中間連結会計期間末における資本金は514,955千円、資本剰余金は503,035千円と

なりました。

 

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

　当社グループは宝飾品、時計及びバッグ・小物等の製造・販売業という単一セグメントであるため記載を省略し

ております。
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（企業結合等関係）

（事業譲受）

　当社は、2025年11月26日開催の取締役会において、株式会社RAIN（以下、RAIN社）のJUNGOLD事業を譲り受ける

ことを決議し、2025年12月24日付で事業譲渡契約を締結し、2026年1月1日付で取得いたしました。

 

１． 事業譲受の内容

（１）相手先企業の名称及びその事業の内容

相手先企業の名称　　株式会社RAIN

事業の内容　　　　　JUNGOLD事業

 

（２）事業譲受を行なった主な理由

　RAIN社はこれまで、18K・10Kを中心とする地金ジュエリー事業を中核として、全国の百貨店・直営店・ECサイ

トを通じた安定した成長を続けてまいりました。今回当社が譲り受ける「JUNGOLD」事業は、純金（24K）製品を

中心とした高純度ジュエリー事業であり、今後の地金ジュエリー市場の拡大トレンドの中で、当社の事業ポート

フォリオをより強固にするものです。

　特に日本では、インフレ環境や地政学リスクの高まりを背景に、金の実需・資産需要が年々増加しています。

こうした環境下で、純金（24K）製品への需要は今後さらに高まると見込まれ、今回の事業譲受はその潮流に

沿った「地金ジュエリー事業の上位拡張戦略」として位置づけており、中長期的には以下の効果が期待できるも

のと考えております。

◆地金ジュエリーのラインアップ拡充

10K・18K中心の既存製品群に加え、24Kの純金商品を展開することで、幅広い顧客層の需要をカバー。

◆ブランド価値の強化

“資産性を持つジュエリー”という新たな価値訴求を加え、国内外でのブランド競争力を高める。

◆製造・販売シナジー

当社が有する全国販売ネットワークおよびEC運営基盤を活用し、JUNGOLD製品の販売を拡大。

◆中長期の市場機会への対応

金価格の高止まり・需要増加局面での24K製品ライン強化により、収益性の向上を見込む。

 

（３）事業譲受日

2026年１月１日

 

（４）事業譲受の法的形式

現金を対価とする事業譲受

 

２． 中間連結財務諸表に含まれる取得した事業の業績の期間

2026年１月１日から2026年２月28日まで

 

３． 取得した事業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳

取得の対価 現金 30,000千円

取得原価  30,000千円

 

４． 発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

（１）発生したのれんの金額

32,444千円

 

（２）発生原因

今後の事業展開により期待される将来の超過収益力から発生したものであります。

 

（３）償却方法及び償却期間

５年にわたる均等償却
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（収益認識関係）

　当社グループは宝飾品、時計及びバッグ・小物等の製造・販売業という単一セグメントであり、顧客との契約から

生じる収益を分解した情報は、以下のとおりであります。

 
　前中間連結会計期間
（自　2024年９月１日
　　至　2025年２月28日）

　当中間連結会計期間
（自　2025年９月１日
　　至　2026年２月28日）

 金　額（千円） 金　額（千円）

宝飾品 1,679,929 1,741,991

時計 568,275 394,957

バッグ・小物 2,478,070 2,250,554

顧客との契約から生じる収益 4,726,275 4,387,503

その他の収益 － －

外部顧客への売上高 4,726,275 4,387,503

 

（１株当たり情報）

　１株当たり中間純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　項目
　前中間連結会計期間
（自　2024年９月１日
　　至　2025年２月28日）

　当中間連結会計期間
（自　2025年９月１日
　　至　2026年２月28日）

(1) １株当たり中間純損失（△） △80円64銭 △13円09銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する中間純損失（△）

（千円）
△205,270 △36,076

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する中間

純損失（△）（千円）
△205,270 △36,076

普通株式の期中平均株式数（株） 2,545,206 2,755,826

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり中間純利益の算定に含めなかった

潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変

動があったものの概要

－ －

（注）潜在株式調整後１株当たり中間純利益については、潜在株式は存在するものの１株当たり中間純損失である

ため記載しておりません。

 

（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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２【その他】

該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】

　該当事項はありません。
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 独立監査人の中間連結財務諸表に対する期中レビュー報告書  

 

2026年４月14日

株式会社ハピネス・アンド・ディ

取締役会　御中

 

監査法人Bloom

東京都千代田区
 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 片　岡　　久　依

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 大　橋　　嵩　弘

 

監査人の結論

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社ハピネ

ス・アンド・ディの2025年９月１日から2026年８月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間（2025年９月１日から

2026年２月28日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結包括利

益計算書、中間連結キャッシュ・フロー計算書及び注記について期中レビューを行った。

当監査法人が実施した期中レビューにおいて、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる

企業会計の基準に準拠して、株式会社ハピネス・アンド・ディ及び連結子会社の2026年２月28日現在の財政状態並びに同

日をもって終了する中間連結会計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事

項が全ての重要な点において認められなかった。

 

監査人の結論の根拠

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に準拠して期中レビューを行った。期

中レビューの基準における当監査法人の責任は、「中間連結財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任」に記載され

ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される

規定を含む。）に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たし

ている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

その他の事項

　会社の2025年８月31日をもって終了した前連結会計年度の中間連結会計期間に係る中間連結財務諸表及び前連結会計年

度の連結財務諸表は、それぞれ、前任監査人によって期中レビュー及び監査が実施されている。前任監査人は、当該中間

連結財務諸表に対して2025年４月14日付けで無限定の結論を表明しており、また、当該連結財務諸表に対して2025年11月

26日付けで無限定適正意見を表明している。

 

中間連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して中間連結財務諸表を作成し適

正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間連結財務諸表を作成し適正に表示す

るために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　中間連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間連結財務諸表を作成することが適切で

あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を

開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

 

中間連結財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した期中レビューに基づいて、期中レビュー報告書において独立の立場から中間連結財

務諸表に対する結論を表明することにある。

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に従って、期中レビューの過程を通じて、

職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の期中レビュー手

続を実施する。期中レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年

度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

・　継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認め

られると判断した場合には、入手した証拠に基づき、中間連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と認

められる企業会計の基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付ける。
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また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、期中レビュー報告書において中間連結財務諸表の

注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間

連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、期中レビュー報

告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能

性がある。

・　中間連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠してい

ないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間連結財務諸表の表示、構成及

び内容、並びに中間連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が認められな

いかどうかを評価する。

・　中間連結財務諸表に対する結論表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査人

は、中間連結財務諸表の期中レビューに関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査人の結

論に対して責任を負う。

　監査人は、監査等委員会に対して、計画した期中レビューの範囲とその実施時期、期中レビュー上の重要な発見事項に

ついて報告を行う。

　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監

査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻

害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

以　上

 

　（注）１．上記の期中レビュー報告書の原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保管しております。

２．XBRLデータは期中レビューの対象には含まれていません。
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